
市道通行制限願　宛先一覧表 2025.4～
機関

地区

北部
（中央消防署）

監理課 長野中央警察署長 中央消防署長 生活環境課長(2部） 交通政策課 長電バス・アルピコ交通

北部
（鶴賀消防署）

監理課 長野中央警察署長 鶴賀消防署長 生活環境課長(2部） 交通政策課 長電バス・アルピコ交通

芋井 監理課 長野中央警察署長 飯綱分署長 生活環境課長(2部） 芋井支所長 交通政策課 アルピコ交通

小田切 監理課 長野中央警察署長 安茂里分署長 生活環境課長(2部） 小田切支所長 交通政策課 アルピコ交通

七二会 監理課 長野中央警察署長 七二会分署長 生活環境課長(2部） 七二会支所長 交通政策課 アルピコ交通

若穂 監理課 長野中央警察署長 若穂分署長 生活環境課長(2部） 若穂支所長 交通政策課 長電バス・アルピコ交通

松代 監理課 長野南警察署長 松代消防署長 生活環境課長(2部） 松代有線放送 交通政策課 長電バス・アルピコ交通

篠ノ井 監理課 長野南警察署長 篠ノ井消防署長 生活環境課長(2部） 篠ノ井支所長 南部土木事務所長 篠ノ井有線放送 交通政策課 アルピコ交通

川中島 監理課 長野南警察署長 篠ノ井消防署長 生活環境課長(2部） 交通政策課 アルピコ交通

更北 監理課 長野南警察署長 篠ノ井消防署長 生活環境課長(2部） 更北支所長 交通政策課 アルピコ交通

信更 監理課 長野南警察署長 塩崎分署長 生活環境課長(2部） 信更支所長 南部土木事務所長 交通政策課 アルピコ交通

豊野 東部土木事務所 長野中央警察署長 豊野分署長 生活環境課長(2部） 交通政策課

戸隠 戸隠支所土木担当 長野中央警察署長 鬼無里分署長 生活環境課長(2部） 北部土木事務所長 交通政策課
長野タクシー
アルピコ交通

鬼無里 北部土木事務所 長野中央警察署長 鬼無里分署長 生活環境課長(2部） 交通政策課 アルピコ交通

大岡 大岡支所土木担当 長野南警察署長 新町消防署長 生活環境課長(2部） 大岡支所長 西部土木事務所長 交通政策課

信州新町 西部土木事務所 長野中央警察署長 新町消防署長 生活環境課長(2部） 交通政策課 アルピコ交通

中条
（区長の協議書必要）

中条支所土木担当 長野中央警察署長 新町消防署長 生活環境課長(2部） 西部土木事務所長 交通政策課 アルピコ交通

土木事務所 有線放送
交通政策課
（ぐるりん号・
乗合タクシー・
市営バス　等）

長電バス株式会社
アルピコ交通株式会社

長野タクシー

道路管理者
（提出先）

警察機関 消防署 環境部 支所

豊野地区は東部土木事務所（豊野支所内）、戸隠地区は戸隠支所土木担当、鬼無里地区は北部土木事務所（鬼無里支所内）、大岡地区は大岡支所土木担当、信州新町地区は西部土木事務所
（信州新町支所内）、中条地区は中条支所土木担当に提出願います。

各地区によって、宛先が異なりますので、ご注意ください。通行規制を行う１週間までに提出してください。

バス路線等の通行路線は事前に調査のうえ、通行止となる場合はバス会社等と協議を済ませ、10日前までに提出してください。

全面通行止、車両通行止以外の場合（片側通行止、車線/幅員減少等）は、生活環境課・有線放送・交通政策課は不要です。

交通政策課は、ぐるりん号・乗合タクシー・市営バスなどの路線がある場合のみ必要です。


